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第３ 無料職業紹介事業の運営 

 

１ 指針の取扱い 

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を

行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の

明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労

働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための

指針（平成 11 年労働省告示第 141 号）については、特定地方公共団体は適用対象外とな

っている。 

なお、当該指針は職業紹介事業の運営に当たり職業紹介事業者が適切に対処するために

必要な事項等を定めたものであることから、平成 28 年８月 19 日付け各都道府県雇用対策

部局宛て職発 0819 第２号「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の一部（職業安定法の一部改正）の施行について」（以

下「施行通知」という。）及び平成 29 年 12 月 28 日付け各都道府県雇用対策部長宛職発

1228 第９号「雇用保険法等の一部を改正する法律及び関係法令の改正について」により、

後掲の「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供

事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条

件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表

示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処する

ための指針（平成 11 年労働省告示第 141 号）（以下「指針」という。）」の規定内容の

一部の事項について適切に対応するよう、地方自治法第第 245 条の４第１項に基づく技術

的助言として通知していることから、この旨について、特定地方公共団体への的確な周知

を図ること。 

（参考）平成 11 年労働省告示第 141 号のうち、特定地方公共団体に適切に対応するよう依

頼している事項 

 

第２ 法第３条に関する事項（均等待遇）  

１ 差別的な取扱いの禁止  

職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第２条第４号に規定する派遣元事業主（以下「職業紹介

等事業者」という。）は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務に

ついて人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等

を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。  

また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働者が法第48条の４第

１項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはなら

ないこと。  

２ 募集に関する男女の均等な機会の確保  

職業紹介事業者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
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等に関する法律（昭和47年法律第113号）第５条の規定に違反する内容の求人の申込みを受理して当

該求人に対して職業紹介を行い、又は同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは

法第３条の趣旨に反するものであること。  

 

第３ 法第５条の３及び第42条に関する事項（労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示）  

１ 職業紹介事業者等による労働条件等の明示 

（１） 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、法第５条の

３第１項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働

者（以下「求職者等」という。）に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の

労働条件（以下「従事すべき業務の内容等」という。）を可能な限り速やかに明示しなければ

ならないこと。 

（３） 職業紹介事業者等は、（１）又は（２）により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっ

ては、次に掲げるところによらなければならないこと。 

   イ 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。 

   ロ 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日

等について明示すること。また、労働基準法（昭和22年法律第49号）第38条の３第１項の規

定により同項第２号に掲げる時間労働したものとみなす場合又は同法第38条の４第１項の規

定により同項第３号に掲げる時間労働したものとみなす場合は、その旨を明示すること。 

   ハ 賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に支払われる

手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間外労

働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締結する

仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働

及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下このハにおいて「固定残業代」とい

う。）に係る計算方法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下このハに

おいて「固定残業時間」という。）及び金額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を

除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分について

の割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。 

   ニ 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試みの使用期間の性質

を有するものであっても、当該試みの使用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、

当該試みの使用期間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。  

（４） 職業紹介事業者等は、（１）又は（２）により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっ

ては、次に掲げるところによるべきであること。 

イ 原則として、求職者等と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等を明示するこ

と。なお、（３）ロ後段及び（３）ハ後段に係る内容の明示については、特に留意すること。 

ロ 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、その

旨を併せて明示すること。 

（５） 職業紹介事業者等は、（１）又は（２）により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっ

ては、次に掲げる事項に配慮すること。 
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   イ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準、範囲等

を可能な限り限定すること。 

   ロ 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳

細に明示すること。 

   ハ 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なるこ

ととなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等

が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに

知らせること。 

 ４ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20条第１項に規定する理由の適切な提示 

   職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

施行規則（昭和46年労働省令第24号）第６条の５第２項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第20条第１項に規定する理由の提

示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。 

 ５ 公共職業安定所の求人情報の転載 

   公共職業安定所が受理した求人の情報を転載する場合は、出所を明記するとともに、転載を行う

者の氏名又は名称、所在地及び電話番号を明示しなければならないこと。また、求人情報の更新を

随時行い、最新の内容にすること。 

 

第４ 法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）  

１ 個人情報の収集、保管及び使用  

（１） 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（１及び２において単

に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこ

と。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であ

って、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。  

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ

る事項 

ロ 思想及び信条 

ハ 労働組合への加入状況 

（２） 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の

下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。  

（３） 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新

規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校

統一用紙又は職業相談票（乙））により提出を求めること。  

（４） 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使

用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこ

と。  

２ 個人情報の適正な管理 

（１） 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ず
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るとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。  

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置  

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

（２） 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情  

報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。 

（３） 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関す

る規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。  

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項  

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項  

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱い

に関する事項 

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項  

（４） 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたこと

を理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 

 

第５ 法第33条の５に関する事項（職業紹介事業者の責務）等 

２ 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進 

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力の

的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努める

こと。  

３ 求職者又は求人者等からの苦情の適切な処理 

職業紹介事業者等は、職業安定機関、特定地方公共団体及び他の職業紹介事業者等と連携を図り

つつ、当該事業に係る求職者又は求人者等からの苦情（あっせんを行った後の苦情を含む。）を迅

速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。 

４ 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項 

（１） 職業紹介事業者は、その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に

限る。）に対し、当該就職した日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。 

５ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 

（１） 求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて

求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹

介事業の許可等が必要であること。また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、

相談、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事

業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であること。 

（２） 次のいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要である

こと。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等から判断して、求人者に

求職者を、若しくは求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情
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報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に

該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要であること。 

   イ 提供される求職者に関する情報若しくは求人に関する情報の内容又は提供相手について、

あらかじめ明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく当該者の判断により選別又は

加工を行うこと。 

   ロ 当該者から、求職者に対する求人に関する情報に係る連絡又は求人者に対する求職者に関

する情報に係る連絡を行うこと。 

   ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該意思疎通の内容

に加工を行うこと。 

６ 再就職支援を行う職業紹介事業者に関する事項 

（１） 事業主の依頼に応じて、その雇用する労働者に対し再就職支援を行う職業紹介事業者（以下

「再就職支援事業者」という。）が、直接当該労働者の権利を違法に侵害し、又は当該事業主

による当該労働者の権利の違法な侵害を助長し、若しくは誘発する次に掲げる行為を行うこと

は許されないこと。 

イ 当該労働者に対して、退職の強要（勧奨を受ける者の自由な意思決定を妨げる退職の勧奨

であって、民事訴訟において違法とされるものをいう。以下同じ。）となり得る行為を直接

行うこと。 

ロ 退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強

要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。 

（２） 再就職支援事業者が次に掲げる行為を行うことは不適切であること。 

 イ 当該労働者に対して、退職の勧奨（退職の強要を除く。）を直接行うこと。 

ロ 事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。 

７ 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項 

雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第102条の５第２項第１号イ（4）、第110条第

２項第１号イ、第７項第１号イ、第９項第１号イ、第11項第１号イ及び第12項第１号イ、第110条

の３第２項第１号イ及び第３項第１号並びに第112条第２項第１号ハ、第２号ハ及び第３号イ（3）

並びに附則第15条の５第２項第１号イ、第６項第１号及び第９項第１号イ並びに第16条第１項第

３号の規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した

職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。 

 ８ 適正な宣伝広告等に関する事項 

 （１） 職業安定機関その他公的機関と関係を有しない職業紹介事業者は、これと誤認させる名称を

用いてはならないこと。 

 （２） 職業紹介事業に関する宣伝広告の実施に当たっては、不当景品類及び不当表示防止法（昭和

37年法律第134号）の趣旨に鑑みて、不当に求人者又は求職者を誘引し、合理的な選択を阻害す

るおそれがある不当な表示をしてはならないこと。 

 （３） 求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に

就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべき

ものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくな
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いこと。 

 

 

 

２ 職業紹介事業者間の業務提携 

(1) 基本的な考え方 

イ 概念 

特定地方公共団体間並びに特定地方公共団体及び職業紹介事業者（法の規定による

許可等を受けて職業紹介事業を行う者をいう。以下同じ。）間の業務提携とは、特定

地方公共団体及び職業紹介事業者（以下「特定地方公共団体等」という。）が自ら受

理した求人又は求職を、あらかじめ特定された他の一又は複数の特定地方公共団体等

に提供し、当該他の特定地方公共団体等が当該求人又は求職についてあっせんを行う

ことをいう（概念図参照）。 

なお、これは異なる特定地方公共団体等間の問題であり、一の特定地方公共団体等

の異なる事業所間における求人・求職の提供は通常の事業活動に含まれるものである。 

 

（概念図）※本図は例であり、業務提携が本図の形態に限られるものではない。 
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よって、業務提携による職業紹介においては、概念上、求人受理及び求職受理は複

数の特定地方公共団体等で行われることがあることに留意する。 

 

ロ 意義 

特定地方公共団体等間の業務提携は、求人者・求職者にとって、求人・求職の結合

可能性を高める積極的意義を有するものであり、労働条件等の明示、個人情報の取扱

い等について、単一の特定地方公共団体等により職業紹介がなされる場合と同様に法

にしたがって行われることを前提として認めて差し支えないものである。 

ハ 法の適用 

業務提携による職業紹介に対する法の適用は、具体的には以下の(2)から(8)までの

とおりである。 

 

(2) 業務提携による職業紹介の主体 

業務提携による職業紹介を実施しうる特定地方公共団体等は、特定地方公共団体又は

法の規定により適法に許可等を受けている職業紹介事業者に限られるものである。 
これは、業務提携においてはいずれの特定地方公共団体等も職業紹介の全部又は一部

を行うものであることによる当然の要請である。 

(注) 概念図においては、Ｂは、法の規定により通知を行っていること、Ｃ及びＤは、

いずれも法の規定により許可を受けていること等により適法に職業紹介事業を行

う職業紹介事業者でなければならないこととなる。 

 

(3) 労働条件等の明示（法第５条の３） 

求職者に対する労働条件等の明示に係る特定地方公共団体等の義務（法第５条の３）

は、原則として求職の申込みを求職者から直接受理した特定地方公共団体等が履行すべ

きものである。また、労働条件等の明示の義務が履行されるためには、求人を受理した

特定地方公共団体等から求職者に対応する特定地方公共団体等に対し、労働条件等につ

いて適切に情報が伝達される必要がある。ただし、求職の申込みを求職者から直接受理

した特定地方公共団体等が職業紹介事業を廃止したこと等により労働条件等の明示義

務を履行することができない場合には、業務提携を行う他の特定地方公共団体等が労働

条件等の明示の義務を履行すること。 

(注) 概念図においては、原則としてＡが労働条件等の明示義務を負い、Ａが職業紹介

事業を廃止した場合等においてはＡと提携している事業者（Ｂ又はＣ）が労働条件

等の明示義務を負うこととなる。 

 

(4) 求職者の個人情報の取扱い等（法第５条の４、第 51 条及び第 51 条の２） 

イ 原則 

求職者の個人情報の取扱いに係る特定地方公共団体等の義務（法第５条の４）は、

業務提携による職業紹介の過程で求職者の個人情報を取り扱う全ての特定地方公共
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団体等に課されるものである。 

また、守秘義務（法第 51 条第１項）及び業務上知り得た情報をみだりに他人に知

らせてはならない義務（法第 51 条第２項及び法第 51 条の２）（以下「守秘義務等」

という。）も同じく業務提携による職業紹介の過程で秘密等を取り扱う全ての特定地

方公共団体等に課されるものである。 

(注) 概念図においては、Ａ、Ｂ及びＣの全てがこれらの義務を負うこととなる。 

ロ 求人関係 

具体的には、求人については、特定地方公共団体等は守秘義務等を負っている。 

したがって、業務提携に際して求人を他の特定地方公共団体等に提供しようとする

場合には、あらかじめ求人者に業務提携の内容として、提供先の特定地方公共団体等

に関する次の事項を明示し、求人者が求人の提供に同意する場合に限って行うことと

し、求人者が求人の提供に同意しない場合には業務提携の対象としてはならない。こ

の場合において、求人者が提携先ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるよ

うな方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認する

ことができる。ただし、当面、一度に意思確認する提携先は 10 以内とすること。 

なお、(ﾊ)に掲げる事項が必要となるのは提携先が職業紹介事業者の場合に限られ

るものであるが、提携先が特定地方公共団体である場合も、求人者及び求職者による

選択に資するため、情報提供することが望ましいものである。 

(ｲ) 事業所の名称及び所在地、許可番号等 

(ﾛ) 法第 32 条の 13 及び則第 24 条の５に規定する明示事項 

・取扱職種の範囲等 

・手数料及び返戻金に関する事項（提携先が有料職業紹介事業者の場合のみ） 

・苦情の処理に関する事項 

・個人情報の取扱いに関する事項 

・返戻金制度に関する事項（提携先が有料職業紹介事業者の場合のみ） 

(ﾊ) 法第 32 条の 16 及び則第 24 条の８第３項に規定する次の事項 

・就職者の数及び就職者の数のうち無期雇用の者の数 

・無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数 

・無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明

らかでない者の数 

(ﾆ) 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇

用形態等 

 

(注) 概念図においては、Ｂ、Ｃ及びＤは求人をＡに提供することとしていないが、

提供する場合にはＢ、Ｃ及びＤにおいて以上のとおり取り扱う必要がある。また、

求人の提供を受けたＡも守秘義務等を負うこととなる。 

ハ 求職関係 

求職については、特定地方公共団体等はその業務の目的の達成に必要な範囲内で求
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職者の個人情報を収集し、保管し、及び使用する義務（法第５条の４第１項）、求職

者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じる義務（同条第２項）並びに

守秘義務等を負っている。 

したがって、業務提携に際して求職を他の特定地方公共団体等に提供しようとする

場合には、あらかじめ求職者に業務提携の内容（具体的には上記ロに同じ。） を明

示し、求職者が求職の提供に同意する場合に限って行うこととし、求職者が求職の提

供に同意しない場合には業務提携の対象としないこととしなければならない。この場

合において、求職者が提携先ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような

方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意思を確認すること

ができる。ただし、当面、一度に意思確認する提携先は 10 以内とすること。 

(注) 概念図においては、Ａは以上のとおり取り扱う必要がある。また、業務提携に

より求職を受理したＢ及びＣにおいても、求職者の個人情報の取扱いに係る義務

及び守秘義務等を負うこととなる。 

ニ 留意点 

以上を確実に実施できるようにするため、特定地方公共団体等は、提携先への提供

に同意する求人・求職とそれ以外の求人・求職を分類して管理しておくとともに、個

人情報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを

防止するための措置等）について、より一層、的確に対応しなければならない。 

 

(5) 求人・求職の申込み（法第５条の５・第５条の６第１項） 

業務提携による職業紹介の過程で行われる求人・求職の受理はいずれも求人・求職の

申込みに係る原則（法第５条の５・第５条の６第１項）の適用を受けるものであり、他

の特定地方公共団体等から提供される求人・求職を受ける際にも同様に適用されるもの

である。 

したがって、特定地方公共団体等が業務提携について明示し（上記(4)参照）、その

上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供に同意した場合に、当該提携先

が当該求人又は求職を受理しないことは原則として認められない（この場合の例外は、

法第 29 条第３項又は法第 32 条の 12 第１項の規定により特定地方公共団体等が業務の

範囲の限定を受けている場合等、法において求人又は求職の不受理が認められている場

合である。）。 

(注) 概念図においては、求職はＡが受理するが、当該求職者の情報の提携先への提供

に同意した場合には、Ｂ及びＣは当該求職について、原則として受理を拒んではな

らないこととなる。 

 

(6) 適格紹介（法第５条の７） 

求職者に対しその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適

合する求職者を紹介するように努める努力義務は、業務提携による職業紹介に関わる全

ての特定地方公共団体等に課されるものである。 
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(注) 概念図においては、Ａは自ら適格紹介を行うほか、業務提携による職業紹介に当

たっても、適格求人を有していると見込まれる提携先を選定することが求められる。

また、Ｂ及びＣは適格紹介を行うことが求められる。 

 

(7) 手数料（法第 32 条の３） 

イ 原則 

業務提携による職業紹介を行う特定地方公共団体等のうち、有料職業紹介事業にお

ける手数料を徴収するのは、あっせん行為を行う職業紹介事業者である。このため、

手数料を徴収することができるのは有料職業紹介事業者があっせんを行う場合のみ

であり、この場合の手数料の額は、当該あっせんを行う職業紹介事業者の手数料の定

めの範囲内となる。（求人又は求職を受理し、自らはあっせんを行わず、当該求人又

は求職を他の特定地方公共団体等に提供した有料職業紹介事業者においては、求人又

は求職の受理等に係る事務処理に一定の費用を要しているが、それについては下記ロ

によることとする。）。 

ロ 有料職業紹介事業者間における配分 

徴収した手数料を有料職業紹介事業者間で事後的に配分すること（例えば、あっせ

んを行う有料職業紹介事業者が徴収した手数料のうち一定額に相当する額を求人・求

職を提供した有料職業紹介事業者に支払うこと）は差し支えないが、無料職業紹介事

業者及び特定地方公共団体は手数料の配分を受けることはできない。 

 

(8) その他 

求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限

る。）の備付並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総合サ

イトを利用した情報提供は、業務提携を行う特定地方公共団体等の間で取り決めた一者

が行えば足りること。 

 

３ その他 

(1) 職業選択の自由（法第２条） 

職業紹介は、各人にその有する能力に適当な職業に就く機会を与えることによって、

職業の安定を図ることが求められるものであって、求職者の意思を尊重することが必

要であること。 

このため、特定地方公共団体は、求職者の意思に反して特定の職業を強制するよう

な接し方はしないこと。また、特定地方公共団体は、求職者に接するに当たっては、

必要に応じ、求職者の職業に関する視野の拡大や職業についての誤解、偏見等の解消

のための説明を行うことが望ましいものであること。 

 

(2) 労働争議に対する不介入（法第 29 条の８において準用する法第 20 条） 

特定地方公共団体は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は
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作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。 

 

(3) 苦情処理に関する事項 

       指針第５の３の規定に則り、苦情処理に関する事項について対応するに際しては、

特定地方公共団体は以下のように対応することが望ましい。 

イ 求職者、求人者からの苦情について、あらかじめ苦情相談の窓口、苦情の対応方

法等を明確にするとともに、苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容、対応の経過

等について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度記録すること等に

より適切かつ迅速に対応を図ること。 

ロ 求職者、求人者からの苦情について、苦情の具体的な内容及び具体的な問題点の

把握に努めるとともに、求人者等関係者との連携の下に、適切かつ迅速に対応を図

ること。 

ハ 関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要とす

る苦情について関係行政機関等との連携の下に、適切かつ迅速に対応すること。 

ニ 当該職業紹介事業を実施する施設（以下「職業紹介所」という。）の職業紹介行

為等に関する苦情の申し出先として、当該職業紹介所の管轄都道府県労働局及び専

門的な相談援助を行うことができる知識・経験を有する団体の名称・所在地・電話

番号についても、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示するとともに、パ

ンフレット等を活用して周知に努めること。 

ホ 当該職業紹介所に係る求職者、求人者から苦情の申出を受けた管轄都道府県労働

局、専門的な相談援助を行うことができる知識・経験を有する団体等から苦情に関

する連絡を受けた場合には、求職者、求人者等から直接苦情を受けた場合と同様に、

適切かつ迅速に対応すること。 

ヘ 適切かつ迅速に苦情処理を行うことができるよう、関係法令、苦情処理の具体例

等苦情処理に必要な知識・情報の収集に努めるとともに、苦情処理を行った場合に

は、当該苦情処理の対応の内容や問題点について整理し、その後の苦情処理への対

応に活用するよう努めること。 

 

(4) 秘密を守る義務（法第 51 条の２に関する事項） 

特定地方公共団体及びその業務に従事する職員は、正当な理由なくその業務上取り扱

ったことについて知り得た人の秘密を他に漏らしてはならないこと。 

また、特定地方公共団体及びその業務に従事する職員でなくなった後においても、同

様とすること。 

※「秘密」とは、個々の求職者及び求人者に関する個人情報をいい、私生活に関するものに限られ

ない。 

※「他に」とは、当該秘密を知り得た事業所内の使用人その他の従業員以外の者をいう。 
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(5) 職業紹介実績等の情報提供 

イ 職業紹介事業者には、法第 32 条の 16 第３項（法第 33 条第３項、法第 33 条の３

第２項による準用する場合を含む。）により、職業紹介事業の実績等（次表に掲げ

る事項）を、厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」に掲載することに

より情報提供する義務が課されている。 

特定地方公共団体にはこの義務は課されていないが、特定地方公共団体の職業紹

介事業の実績等が「人材サービス総合サイト」に掲載されることは、求人者及び求

職者等の利便性の観点のみでなく、特定地方公共団体の事業運営の観点からも有効

であるため、特定地方公共団体が「人材サービス総合サイト」への職業紹介事業

の実績等の掲載を希望する場合は、これを可能としている。 

この場合、厚生労働省において所要の手続きが必要となるため、管轄労働局

は、特定地方公共団体が希望する場合は、管轄労働局に相談するよう教示した

上で、本省に当該希望について連絡を行うこと。 

なお、「人材サービス総合サイト」では、次表に掲げる事項に加えて、求職

者、求人者等が特定地方公共団体を選択する際に参考となる情報も提供するこ

とができる。 

 

内容 範囲 

イ 当該特定地方公共団体の紹介によ

り就職した者（以下「就職者」という。）

の数及び就職者のうち期間の定めの

ない労働契約を締結した者（以下「無

期雇用就職者」という。）の数 

 前年度の総数及び当該年度の前年度

（以下「前々年度」という。）の総数（４

月１日から９月 30 日までの間は前年度

の総数、前々年度の総数及び当該年度の

前年度（以下「前々々年度」という。）の

総数） 

ロ 無期雇用就職者のうち、離職した者

（解雇により離職した者及び就職し

た日から６月経過後に離職した者を

除く。）の数 

前年度の総数及び前々年度の総数（４

月１日から９月 30 日までの間は前々年

度の総数及び前々々年度の総数） 

ハ 無期雇用就職者のうち、ロに該当す

るかどうか明らかでない者の数 

 前年度の総数及び前々年度の総数（４

月１日から９月 30 日までの間は前々年

度の総数及び前々々年度の総数） 

  ※イに掲げる情報については、４月１日から４月 30 日までの間は前々年度の総数及び前々々年度

の総数に関する情報と、ロ及びハに掲げる情報については、10 月 1 日から 12 月 31 日までの間

は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報とすることができる。 

 
 ロ 特定地方公共団体が、情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が表のロに掲

げる者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、

必要な調査を行う場合は、参考様式第６号を適宜活用することも可能である。 
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  ハ 求人者は、無期雇用就職者を雇用した場合には、可能な限り、当該無期雇用就

職者を紹介した特定地方公共団体が行うロの調査に協力することが望ましいも

のであること。 

 

 

（参考）人材サービス総合サイトの掲載イメージ 

 

 

(6) その他 

イ 特定地方公共団体は、他の職業紹介機関を利用しないことを条件として職業紹介サ

ービスを行ってはならないものであること。 

ロ 特定地方公共団体は、職業紹介事業に関する広告を行う場合、職業紹介所である旨

を明示すること。 

  

うち無期（人） 返戻金制度

平成30年度 平成30年度 平成30年度 平成30年度 平成30年度

平成31年度 平成31年度 平成31年度 平成31年度 平成31年度

平成32年度 平成32年度 平成32年度

2,150 1,200 4,250 200 40

2,100 1,280 4,300 215 35

－ － －

参考情報（得

意職種等）
手数料

派

遣

事

業

備考

その他

就職者数

４か月未満有期

（人日）

離職者数（人） 判明せず（人）
４か月以上有期及び無期（人）

取扱職種の範囲の届出等

※設定してい

る場合記載

許可・届出受理

番号／受理受

付年月日

事業主氏名／

事業所名称

事業所所在地

／電話番号

取扱職種 取扱地域

13-ユ-
010013

昭和37年08
月20日

○○株式会
社

△△紹介所

東京都千代
田区○-○
03-1234-
1234

全職種 東京都 職業紹
介優良
事業者
第123号

http://ww
w.AAA.co.j
p/joho

http://ww
w.AAA.co.j
p/tesuryo
（又はpdf）

http://ww
w.AAA.co.j
p/henreiki
n（又は
pdf）

有


